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序      文 

 
日本国政府は、ナミビア政府の要請に基づき、同国向けの貧困農民支援に係る調査を行うことを決定

し、独立行政法人国際協力機構がこの調査を実施しました。 
当機構は、平成 18 年 10 月 4 日から 10 月 15 日まで調査団を現地に派遣しました。 
調査団は、ナミビア共和国政府関係者と協議を行うとともに、現地調査を実施し、帰国後の国内作業

を経て、ここに本報告書完成の運びとなりました。 
この報告書が、本計画の推進に寄与するとともに、両国の友好親善の一層の発展に役立つことを願う

ものです。 
終りに、調査にご協力とご支援をいただいた関係各位に対し、心より感謝申し上げます。 

 
 
平成 18 年 12 月 
 
 独立行政法人 国際協力機構 
  無償資金協力部長 中川 和夫 
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第 1 章 調査の概要 

 

1-1 調査の背景と目的 

 

(1) 背景 

日本国政府は、1967 年のガット・ケネディラウンド（KR）関税一括引き下げ交渉の一環として成

立した国際穀物協定の構成文書の一つである食糧援助規約 1 に基づき、1968 年度から食糧援助（以

下、「KR」という）を開始した。  
一方、1971 年の食糧援助規約改訂の際に、日本国政府は「米又は受益国が要請する場合には農業

物資で援助を供与することにより、義務を履行する権利を有する」旨の留保を付した。これ以降、日

本国政府は KR の枠組みにおいて、米や麦などの食糧に加え、食糧増産に必要となる農業資機材につ

いても被援助国政府がそれらを調達するための資金供与を開始した。 
1977 年度には、農業資機材の調達資金の供与を行う予算を KR から切り離し、「食糧増産援助（Grant 

Aid for the Increase of Food Production）（以下、後述の貧困農民支援と共に「2KR」という）」として新

設した。 
以来、日本国政府は、「開発途上国の食糧不足問題の緩和には、食糧増産に向けた自助努力を支援

することが重要である」との観点から、毎年度 200～300 億円の予算規模で 40～50 カ国に対し 2KR
を実施してきた。 

一方、外務省は、平成 14 年 7 月の外務省「変える会」の最終報告書における「食糧増産援助（2KR）
の被援助国における実態について、NGO など国民や国際機関から評価を受けて情報を公開するとと

もに、廃止を前提に見直す。」との提言を受け、同年 8 月の外務省改革「行動計画」において、「2KR
については廃止も念頭に抜本的に見直す。」ことを発表した。 

外務省は、2KR の見直しにあたり国際協力事業団（現独立行政法人国際協力機構、以下「JICA」

という）に対し、2KR という援助形態のあり方を検討するために調査団の派遣（2002 年 11 月～12
月）を指示し、同調査団による「2KR 実施計画手法にかかる基礎研究」の結果も踏まえ、同年 12 月

に以下を骨子とする「見直し」を発表した。 
① 農薬は原則として供与しないこと 
② ニーズや実施体制につきより詳細な事前調査を行い、モニタリング、評価体制を確認した

上で、その供与の是非を慎重に検討すること 
③ 上記の結果、平成 15 年度の 2KR 予算は、対 14 年度比で 60%削減すること 
④ 今後も引き続き、国際機関との協議や実施状況のモニタリングの強化を通じて、2KR のあ

り方につき適宜見直しを行うこと 
 

上記方針を踏まえ外務省は、平成 15 年度からの 2KR の実施に際して、要望調査対象国の中から、

予算額、我が国との 2 国間関係、過去の実施状況等を総合的に勘案した上で供与対象候補国を選定し、

JICA に調査の実施を指示することとした。 
また、以下の三点を 2KR の供与に必要な新たな条件として設定した。 

① 見返り資金の公正な管理・運用のための第三者機関による外部監査の義務付けと見返り資

                                                   
1 現行の食糧援助規約は 1999 年に改定され、日本、アメリカ、カナダなど 7 カ国、および EU（欧州連合）とその加

盟国が加盟しており、日本の年間の最小拠出義務量は小麦換算で 30 万トンとなっている。 
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金の小農支援事業、貧困対策事業への優先的な使用 
② モニタリング及び評価の充実のための被援助国側と日本側関係者の四半期に一度の意見交

換会の制度化 
③ 現地ステークホルダー（農民、農業関連事業者、NGO 等）の 2KR への参加機会の確保 

 
平成 18 年度については、供与対象候補国として 19 カ国が選定され、その全てに調査団が派遣され

た。調査においては、ニーズ、実施体制、要請の具体的内容及び根拠、ソフトコンポーネント協力の

必要性、技術協力との連携可能性等について従来以上に詳細な情報収集、分析を行うとともに、国際

機関、NGO、資機材取扱業者等の広範な関係者から 2KR に対する意見を聴取することとし、要請内

容の必要性及び妥当性にかかる検討を行った。 
 
なお、日本政府は、世界における飢えの解消に積極的な貢献を行う立場から、食糧の自給に向け

た開発途上国の自助努力をこれまで以上に効果的に支援して行くこととし、これまでの経緯と検討を

踏まえ、平成 17 年度より、食糧増産援助を「貧困農民支援（Grant Assistance for Underprivileged 
Farmers）」に名称変更し、裨益対象を貧困農民、小農とすることを一層明確化することを通じ、その

上で、食糧生産の向上に向けて支援していくこととした。 
 

(2) 目的 

本調査は、ナミビア共和国（以下、「ナ」国）について、平成 18 年度の２KR 供与の可否の検討に必

要な情報・資料を収集し、要請内容の妥当性を検討することを目的として実施した。 
 

1-2 体制と手法 

 

(1) 調査実施手法 

本調査は、国内における事前準備、現地調査、国内解析から構成される。 
現地調査においては、「ナ」国政府関係者、農家、国際機関、NGO、資機材配布機関/業者等との

協議、サイト調査、資料収集を行い、「ナ」国における 2KR のニーズ及び実施体制を確認するととも

に、2KR に対する関係者の評価を聴取した。国内解析においては、現地調査の結果を分析し、要請

資機材計画の妥当性の検討を行った。 
 
(2) 調査団構成 

 

総括 下村 則夫 JICA 南アフリカ共和国事務所次長 

実施計画 丸山 治美 （財）日本国際協力システム 業務部 

貧困農民支援 長澤 直毅  （財）日本国際協力システム 業務部 
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(3) 日程表 

  Date 団長：下村 団員： 丸山 、長澤 宿泊地 

1 10 月 3 日 火   成田 17:50 (JL735)→香港 21:25 / 23:50 (SA287)→ 機中 

2 10 月 4 日 水   
→ヨハネスブルク 07:00/10:55 (SA074)→ウィントフック 12:55, 

15:00-17:00 打ち合わせ：農業・水・森林省 
ウィントフック 

3 10 月 5 日 木   

09:00 協議：農業・水・森林省、  

10:30 表敬訪問：国家計画評議会、 

11:00 協議 ：財務省 

13:00-17:00 協議：農業・水･森林省 

ウィントフック 

4 10 月 6 日 金   
08:00 聞き取り調査：EU、 11:00 聞き取り調査：FAO  

14:00 オカハンジャ倉庫（農業機械、農薬） 
ウィントフック 

5 10 月 7 日 土   10:00 農業展示会、12:00 市内量販店等調査 ウィントフック 

6 10 月 8 日 日   09:00 ウィントフック→ 16:00 オンダングァ（車にて移動） オンダングァ 

7 10 月 9 日 月   

08:00 協議：農業・水・森林省北中央地区事務所      

10:00 エトゥンダ灌漑スキム、 

12:30 聞き取り調査エトゥンダ近郊小農 

オンダングァ 

8 10 月 10 日 火   

09:30 協議：農業・水・森林省北中央地区事務所（小農からの聞き取り調査等）,  

13:00 オンダングァ近郊小農訪問、 

14:45 オシャカティ市内量販店,  

17:00 オシャカティ→ウィントフック（飛行機にて移動） 

ウィントフック 

ヨハネスブルグ 10:55(SA074)→ウィントフッ

ク 12:55 

9 10 月 11 日 水 14:15 農業・水・森林省に挨拶、打ち合わ

せ 

18:30 団内協議 

08:00 聞き取り調査：ウィントフック市内農機販売店、 

09:30 協議：農業・水・森林省、  

14：00-17:00 協議（丸山）：農業・水・森林省 14:30 聞き取り調査（長澤）：GTZ 

18:30 団内協議 

ウィントフック 

10 10 月 12 日 木 
08:00 ミニッツ協議：農業・水・森林省、  

10:30 表敬訪問：農業・水・森林省次官  
08:00 ミニッツ協議：農業・水・森林省（終日） ウィントフック 

 11:00 ミニッツ署名 
09:00 ミニッツ協議：農業・水・森林省、 

11:00 ミニッツ署名、 11 10 月 13 日 金 

ウィントフック 16:10 → ヨハネスブルク 14:00 市場調査：ウィントフック市内量販店  

ウィントフック 

12 10 月 14 日 土   7:00-14:00 灌漑農業視察（ハルダップ・ダム周辺の灌漑スキム） ウィントフック 

13 10 月 15 日 日   
09:00 市場調査：ウィントフック市内量販店、 ウィントフック 13:50 (SA075)→ヨハネス

ブルグ、プレトリアへ車にて移動 
プレトリア 

14 10 月 16 日 月   
09:30 肥料メーカー、 

14:00 報告及び協議：JICA 南アフリカ事務所 
プレトリア 

15 10 月 17 日 火   10:00 報告：在南アフリカ国日本国大使館、 ヨハネスブルク 16:35 (SA286)→ 機中 

16 10 月 18 日 水   →香港 12:05 /14:35 (JL732)→成田 19:45   
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(4) 面談者リスト 

 
所属  氏名 役職等 

農業・水・森林省  Mr. コイジロ・カフーレ 次官 

農業局 普及・技術サービス部 Mr. J.G.S スティーンカンプ 局長 

   プロジェクト支援サービス課 Ms. エニー・ナマランド 農業改良普及員 

   技術サービス課 Mr. テルティウス・バスーン 局長 

  Mr. ピエット・リーベンベルグ 主任技術員 

  Mr. アルベルト・イザック 農業改良普及員 

 計画部  協力開発課 Ms. パトリシア・ケイハ 副局長 

 虫害予防マネジメント・ユニット Ms. パウリナ・シイェレケウェイ 農業改良普及員 

 オカハンジャ倉庫 Mr. チェベロン・ウウィス・コハブ 主任倉庫係 

  Mr. イサク・ハッセルマン 倉庫係 

 コンサルタント Mr. レオン・フォン・モルティッツ 前 2KR 担当 

  Ms. クリスティナ・ハッフ  

 北部中央地域農業事務所   

 普及・技術サービス局 Mr. ベイコ・イマルワ 局長 

  Mr. ロイデ・P・エンドジャラ 主任農業改良普及員 

  Ms. ビッキー・N・ナウディリ 主任農業改良普及員 

  Mr. ネストール・ハウフィク 主任農業改良普及員 

  Mr. エファライム・H・ウェユル 主任農業改良普及員 

  Ms. ルカ・I・マンカンガ 主任農業改良普及員 

  Mr. J.J プラット 農業改良普及員 

  Mr. モベヤハ・K・ナカアンデ 農業改良普及員 

  Mr. オスワレス・マワンタンガプ 農業改良普及員 

  Ms. アナ・シュウテ 農業改良普及員 

北部中央地域 エトゥンダ灌漑スキーム Mr. ウイリー・フォン・ランドスベルグ マネージャー 

 小規模農家 Mr. ベンジャミン・カンボンデ  

  Mr. サマス・ウアンバンブ  

  Mr. フランス・イイピンゲ  

  Mr. イスマエル・シュイレモ  

  Mr. イサク・カモファ  

  Mr. レイナンド・アモス  

  Mr. エティアス・シティパク  

  Mr. ジャソア・シャダク  
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国家計画評議会 貧困削減/人的資源計画局 Mr. ジョージ・リクケラ 局長 

  Mr. ネッド・シベヤ チーフ・エコノミスト 

  Mr. レスレイ・グランド・ゴレスブ シニア・エコノミスト 

財務省 財務監理局 Mr. J. B Le ロウクス 局長 

  Ms. M・ハインデインリッヒ 局長 

欧州連合 農村開発部 Mr. エルラルド・ローハー 主席カウンセラー 
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第 2 章 当該国における農業セクターの概況 

 

2-1 農業セクターの現状と課題 

 

(1) ｢ナ｣国経済における農業セクターの位置づけ 

「ナ」国は、北をアンゴラ、北東をザンビア、東をボツワナ、南を南アフリカに接し、

西を太平洋に面し、面積は約82万km2、人口約183万人（ナミビア家計収入支出調査 

2003/2004、Namibia Household Income & Expenditure Survey 2003/2004：以降 NHIES）を有

する国である。 

｢ナ｣国のGDIは約48億USドル（約5兆7,600億円）（世銀 2004）、一人当たりGDIは2,389 

USドル（約29万円）（世銀 Atlas Method 2004）となっており、この5年間において、約5%

の経済成長率を示している。 

 ｢ナ｣国の主な産業としては、鉱業、水産業、農業・畜産業があげられる。これらの産業

は近年、順調な成長をみせ、2000 年から 2004 年にかけての生産高の伸びはそれぞれ、鉱

業は約 148%、水産業 141%、農業・畜産業 142%という成長を記録している。 

特に鉱業セクターは、GDP の 10%を占める重要産業で、主にダイヤモンド、金、銅、

亜鉛、ウラン等の採掘が行われている。 

農業・畜産業セクターについては、GDP の 5%（2004 年）を占め、就労人口の 70%近

くが同セクターに係わっており、重要産業として位置づけられている。近年では、食肉、

ブドウの輸出が重要な外貨獲得手段として注目されている。 
以上のように、国家経済としては、順調な成長を示しているが、また、生鮮食料、穀類、

日用雑貨の多くを南アフリカからの輸入が多く、技術者の不足から、高度な技術サービス

についても、南アフリカに依存しており、国内産業の成長に影響を及ぼしている。 
また、貧困層、富裕層に大分される二重社会構造についても問題視されている。家庭家

計収入支出調査（NHIES 1994/1995）において、人口の僅か 5.3%が GDP の 44%を創出し、

10%の世帯が総収入の 65%を得ている事が確認されており、国連開発計画（UNDP）の人

間開発レポート（1998 年）に示されている富の配分の不公平さを示す指数、ジニ係数が

0.67 と世界的に比較しても、非常に高い数値を示している。 
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表 2-1 ｢ナ｣国 GDP 表 

（単位：100 万 ND） 

産業/年 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年
農業 1,299(5.5) 1,137(3.1) 1,687(5.1) 1,814(5.4) 1,846(5.0)
漁業 1,044(4.4) 1,445(5.2) 1,608(4.9) 1,757(5.2) 1,470(4.0)
鉱業 2,610(11.0) 3,663(13.2) 4,565(13.9) 2,975(8.8) 3,837(10.4)
製造・加工業 2,371(10.0) 2,604(9.4) 3,305(10.0) 3,870(11.4) 4,519(12.2)
電気・水道 605(2.6) 620(2.2) 854(2.6) 1,003(3.0) 1,166(3.2)
建設 473(2.0) 789(2.8) 725(2.2) 1,029(3.0) 1124(3.0)
卸・販売 2,682(11.3) 3,004(10.8) 3,428(10.4) 3,987(11.8) 4,147(11.2)
ホテル・飲食店 403(1.7) 477(1.7) 576(1.8) 648(1.9) 651(1.8)
通信・交通 1,383(5.8) 1,533(5.5) 2,083(6.3) 2,382(7.0) 2,516(6.8)
金融 2,795(11.8) 3,131(11.3) 3,561(10.8) 3,971(11.7) 4,228(11.5)
政府サービス事業等 5,686(24.0) 6,513(23.6) 7,355(22.3) 7,750(22.9) 8,045(21.8)
税収（助成金交付産品除く） 2,318(9.8) 2,771(10.0) 3,161(9.6) 2,655(7.8) 3,353(9.1)
合計GDP 23,692 27,687 32,908 33,841 36,902  
（ ）内は合計に占める割合。単位%。なお、一部合計等が合致しないものがある。 
（出典：National Accounts, Central Bureau of Statistics, National Planning Commission 1995-2004） 

 

(2) 農業の現状と課題について 

1) 気候 

国土は砂漠地域、乾燥地域、半乾燥地域、亜熱帯地域の4地域に分けることができる。

季節は雨季・乾季に分かれており、10月から4月にかけて雨季となっている。図2-1に半乾

燥地域である首都ウィントフックと砂漠地域のスワコップムンドの月別の平均降水量を

示した。降雨は10月から4月に集中しており、6月～8月にかけては、ほとんど雨が降らな

い。 
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ウィントフック

  
（出典：National Meteorology Services） 

図 2-1 月別平均降水量 
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2) 自然環境 

図 2-2 は、｢ナ｣国の平均年間降雨量を示すものである。大西洋沿岸は降雨量が少なく、

砂漠地域が広がっており、内陸へ進むほど、降雨量は多くなる。北東部地方は例年、年間

500mm～700mm の降雨があり、半亜熱帯地域となっている。 

作物としては、北部、北東部地方において、ミレット、ソルガムなど、比較的乾燥に強

いものが生産されており、降雨量が豊富なグルートフォーティン近隣地域では、トウモロ

コシ、灌漑施設が整っている中部地方ではコムギ等が大規模に生産されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500 mm ～（半湿地・亜熱帯地域） 

300 mm ～ 500 mm （半乾燥地域） 

100 mm ～ 300 mm （乾燥地域） 

～ 100mm（砂漠地域） 

 

 

（出典：National Meteorology Service） 

 

図 2-2 ｢ナ｣国平均年間降雨量 

 

 

表 2-2 は、年間降雨量で気候地域ごとに国土に占める割合を示したものである。農業は砂

漠地域と自然保護区を除く地域で行われており、2003 年の農業用地は国土の約 1%程度の

820,000ha で、気候、降雨量のみならず、土壌、灌漑設備状況の有無により、土地利用が制

限されている。このうち、2003 年の果樹栽培を除く耕作面積は、815,000ha となっている。 
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表 2-2 地域別年間降水量 

 
地域 年間降雨量（mm） 国土に占める割合（%） 

砂漠地域 < 100 22 

乾燥地域 100 - 300 33 

半乾燥地域 301 - 500 37 

半湿地・半熱帯地域 501 - 700 8 

（出典：National Meteorology Service） 

 

 このような自然環境のなか、｢ナ｣国の農業は天水に依存するサバイバルレベル 1 の小規

模農業と、大規模な灌漑施設を利用した大規模商業農業に分ける事ができるが、灌漑施設

を利用できる耕作地は、全耕作面積 815,000ha の僅か 1%程度の 75,000ha に過ぎない（FAO 

Aquastat 2004）。 

 

3) 農業事情 

｢ナ｣国では、｢ナ｣国特有の土地政策区分である、コマーシャル・ランドと、北部のコミ

ューナル・ランドの2つに大分されている。 
コミューナル・ランドは北部、北東部の 6 県（オムサティ、オシャナ、オハングェナ、

オシコト、オカバンゴ、カプリビ）から成り、政府が共有地として土地を管理している。

独立以前に、非白人の隔離地域とされた経緯があり、現在も非白人系の貧困小規模農家が

多く居住し、粗放的な農業・畜産が行われている地域である。また、国土の 17.9%でしかな

いこの地域に、「ナ」国人口約 183 万人のうち、半数以上の約 110 万人が居住する（NHIES 
2003/2004）、人口密集地帯である。この地域の特徴として、家計の生存農業 2 への依存率

が高くなっており、一人当たりの現金収入もコマーシャル・ランドと比較し、半分程度と

なっており、厳しい生活環境であることがうかがえる（表 2-3）。 

コマーシャル・ランドは、北部、北東部の 6 県を除く地域で、その多くを個人が所有し

ている。開発は植民地時代から進められ、近代的な灌漑施設も整備されており、主に白人

により、大規模なコムギ、ブドウ等の生産や肉牛、羊、ダチョウ等の畜産が行われている。  

この両エリアは、野生動物から家畜への疫学的影響をコントロールすることを目的に、

フェンスで区切られている。現在、EU 向け食肉は、検疫上の理由から、コマーシャル・ラ

ンドで生産された製品に限定されている状況である。主要幹線道路の境界線地点には、チ

ェックポイントが設置され、コミューナル・ランドとコマーシャル・ランド間の家畜の移

動・輸送の管理が行われている。 

                                            
1 生存ぎりぎりの状況 
2 Subsistence Agriculture：生活自給農業。農業以外に生計の手段を持たないが、なんとか自給自足できるだ

けの生産があるのみで、生活余剰が生まれない。 
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また、｢ナ｣国における灌漑設備が完備された土地は 7,573ha で、農耕牧畜に適した土地の

僅か 1%程度となっており、その他では、天水に頼った農業を行わざるをえない状況である

（FAOSTAT 2004）。 

表 2-3 家計の主な収入源 

 

賃金
ビジ
ネス

商業
農業

生存
農業

生活
保障

送金

mainten
ance

grants

旱魃に
対する
支援

その他

カプリビ 86,439 18,607 4.6 32.5 17.0 0.1 17.8 12.9 10.4 1.3 - 7.2 5,456
カバンゴ 208,441 32,354 6.4 28.1 12.8 0.2 33.9 11.3 5.7 0.8 0.2 5.9 3,697
オハングェナ 236,776 37,844 6.3 15.5 3.5 - 57.8 19.4 3.0 - 0.0 0.2 3,543
オムサティ 225,405 39,248 5.7 13.1 1.9 - 80.2 3.3 0.3 0.0 - 0.5 4,586
オシャナ 170,190 31,759 5.4 30.8 9.5 0.1 48.3 3.9 4.2 0.2 0.5 0.3 8,530
オシコト 172,636 31,871 5.4 25.7 2.7 0.2 49.9 12.2 7.4 0.1 1.0 0.7 4,945

小計(1) 1,099,887 191,683 5,126

エロンゴ 99,013 27,713 3.6 75.3 9.5 0.2 2.3 7.7 2.3 1.4 0.1 1.1 14,949
ハルダップ 68,914 16,365 4.2 61.7 2.8 2.9 4.9 19.4 3.8 2.3 0.1 1.3 10,426
カラス 62,465 15,570 4.0 73.1 4.0 2.2 4.8 10.4 2.1 0.9 0.2 1.3 11,123

コーマス(首都
ｳｨﾝﾄﾌｯｸ）

258,504 64,918 4.0 80.3 10.3 0.6 0.2 3.8 2.3 0.2 0.1 1.0 22,860

クネネ 61,647 13,365 4.6 44.0 5.5 3.3 19.2 16.0 9.5 1.2 - 0.1 6,044
オマエケ 56,037 13,347 4.2 51.7 4.5 2.0 19.9 6.1 9.8 0.3 2.1 3.1 10,437

オトジョゾン
ジュパ

124,283 28,707 4.3 72.9 4.5 1.9 3.7 7.1 5.3 0.8 1.7 1.6 8,060

小計(2) 730,863 179,985 11,986

合計(1)＋(2) 1,830,750 371,668 8,556

家計の主な収入源（%） 1人当
たりの
収入
(ND)

人口
住民
戸数

家族
構成
人数

コ
ミ
ュ
ー

ナ
ル
・
ラ
ン
ド

コ
マ
ー

シ
ャ
ル
・
ラ
ン
ド

区
分

県

 
注）1 人当たりの収入（ND）の小計、合計部分は平均値。 
（出典：NHIES 2003/2004 から作表） 

 
 

(3)「ナ」国食糧事情 

1) カロリー摂取状況 

表 2-4 に、｢ナ｣国の 2002 年～2004 年の一人あたりのカロリー摂取量を示す。2002 年か

ら 2003 年までは毎年 1%程度の伸び率を示しているが、2004 年は、わずかに減少してい

る。 

｢ナ｣国のカロリーの摂取は、約 50%を穀類、30%を植物性食品、20%を動物性食品とい

った割合で摂取している。摂取カロリーの約半分を占める穀物の内訳を見ると、ミレット、

小麦、トウモロコシの 3 品目からの摂取カロリーが、穀類による摂取カロリーの 90%以上

を占めている。特にミレットは、人口の集中している北部地域の主食であり、食文化の上

で非常に重要な食物として位置付けられている。 

また、トウモロコシについては、ミレットほど好まれないものの、ミレットが品薄の際

の代替食物とされており、食糧の安定確保において重要な作物である。 
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表 2-4 摂取カロリー 

（単位：kcal） 

  2000 年 2001 年 2002 年 2003 年 2004 年 

1 日当り摂取カロリー 2,204 2,228 2,259 2,274 2,175

動物性食物からの摂取カロリー 249 209 237 221 365

主要穀類からの摂取カロリー* 1,017(46) 1,036(46) 1,093(48) 979(43) 1,125(52)

トウモロコシ 351 362 380 451 286

ミレット 272 264 272 250 378

コメ 34 34 28 24 20

ソルガム 24 24 36 29 23

コムギ 333 346 371 223 318

オオムギ 3 6 6 2 100
*（ ）内は 1 日当り摂取カロリーに占める割合 
（出典：FAOSTAT | © FAO Statistics Division 2006 | 27 October 2006） 

 

2) 対象作物の生産と需給 

 ｢ナ｣国の主要穀物は、ミレット、トウモロコシ、コムギである。本計画対象地域である

北部地域（カプリビ、カバンゴ、オムサティ、オシャナ、オハングェナ、オシコト県）の

主要作物としては、ミレット、ソルガム、トウモロコシがあげられる。 

 

① ミレット 

表 2-5 は、全国のミレットの生産量と需給を示したものである。 

ミレットは、収量は低いものの、国内生産でほぼ国内需要を満たしており、旱魃の年

を除いては輸入されていない。 

 

表 2-5 ミレットの生産量と需給 

 
 ミレット（全国） 2000 年 2001 年 2002 年 2003 年 2004 年 

収穫面積（1,000ｈa） 256.7 233 197.82 200 200.01 

収量（ton/ha） 0.3 0.28 0.28 0.3 0.3 

生産量（1,000ton） 77 65 56.06 60 60 

輸出量（1,000ton） 0.04 0 0.14 0.14 0.14 

輸入量（1,000ton） 0.03 0 0 1.6 6.13 

（出典：FAOSTAT | © FAO Statistics Division 2006 | 27 October 2006） 
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表 2-6 は、北部地域 6 県のミレットの生産量を示したものである。表 2-5 の全国のミ

レットの生産量と比較すると、若干の誤差はあるものの、生産量はほぼ一致している。

これより、ミレットの殆どは北部地域で生産されていることがうかがえる。 

北部地域は灌漑施設へのアクセスが制限されているため、天水に頼った生産が行われ

ている。伝統的に数種類のミレットを作付けし、天候による影響を少なくする工夫も行

われているが、肥料も入手が困難なこともあり、使われておらず、収量は低く、降雨の

多寡に影響を受ける結果となっており、生産量は安定していない。 

 

表 2-6 北部地域のミレット生産量 

 
ミレット（北部地域） 2000 年 2001 年 2002 年 2003 年 2004 年 

収穫面積（1,000ha） 250.6 272.5 257 252.1 236.8 

収量（ton/ha） 0.32 0.17 0.19 0.30 0.21 

生産量（1,000 ton） 79.8 45.5 49.6 74.4 50.4 

（出典：Namibia Food Security Bulletin, June 2006） 

 

② トウモロコシ 

 トウモロコシの国内生産量は、国内需要の半分未満程度しか満たしていないため、南

アフリカ等からの輸入に大きく頼っている。生産の殆どは、灌漑設備の整ったコマーシ

ャル・ランドで行われている。コミューナル・ランドでの生産量は主に雨量の多いカプ

リビ県、カバンゴ県で天水に頼った生産が行われているだけで、全国生産に占める割合

は少ない。 

表 2-7 トウモロコシの生産量と需給 

 
 トウモロコシ（全国） 2000 年 2001 年 2002 年 2003 年 2004 年 

収穫面積（1,000ha） 44 20.9 21 23 23 

収量（ton/ha） 0.72 1.33 1.32 1.43 1.43 

生産量 （1,000ton） 31.55 27.7 27.8 33 33 

輸出量（1,000ton） 2.65 3.43 3.56 7.65 2.54 

輸入量（1,000ton） 122.38 90.96 68.95 47.52 5.79 

（出典：FAOSTAT | © FAO Statistics Division 2006 | 27 October 2006）    

 

北部地域のトウモロコシ生産は、比較的降雨の多いカプリビ県、カバンゴ県で行われ

ている。同地域では、肥料の購入機会もほとんどなく、灌漑用水へのアクセスも制限さ

れているために天水に頼った生産が行われているため、2000 年から 2004 年の平均収量

は 0.29ton/ha、全国平均の 1/5 程度であり、非常に低い値となっている。 
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表 2-8 北部主要生産地（カプリビ県、カバンゴ県）のトウモロコシ生産量 
 トウモロコシ（北部） 2000 年 2001 年 2002 年 2003 年 2004 年 

収穫面積（1,000ha） 29.4 13.0 12.8 11.5 6.0 

収量（ton/ha） 0.19 0.34 0.18 0.46 - 

生産量（1,000ton） 5.5 4.4 2.3 5.3 - 

（出典：Namibia Food Security Bulletin, June 2006） 
 

③ コムギ 

 コムギは気候・土壌および灌漑施設の制限により、主にコマーシャル・ランドの大規

模農業によって生産されているが、国内生産量では需要を満たすことができないため、

南アフリカからの輸入に頼っている。 

 

表 2-9 コムギの生産量と需給 
 コムギ（全国） 2000 年 2001 年 2002 年 2003 年 2004 年 

収穫面積（1,000ha） 1.00 1.00 1.65 0.90 0.90 

収量（ton/ha） 3.43 6.12 6.37 8.89 8.89 

生産量 （1,000ton） 3.43 6.12 10.49 8.00 8.00 

輸出量（1,000ton） 1.43 1.19 13.23 12.06 0.48 

輸入量（1,000ton） 63.03 76.34 67.81 61.00 60.73 

（出典：FAOSTAT | © FAO Statistics Division 2006 | 27 October 2006）                 , 

 
④ ソルガム 

ソルガムの生産量は、ミレットと比べて少ないが、比較的、乾燥に強いため、北部、

北東部地域において、重要な作物として位置づけられており、旱魃などの際を除いては、

輸入は行われておらず、国内生産で需要を賄っている。他方、天水に頼った粗放的な農

法によって生産されているため、天候に左右されやすい。 
 

表 2-10 ソルガムの生産量と需給 
  ソルガム（全国） 2000 年 2001 年 2002 年 2003 年 2004 年 

収穫面積（1,000ha） 22 21.2 21.79 20 19.95 

収量（ton/ha） 0.41 0.38 0.26 0.3 0.3 

生産量 （1,000ton） 9 8.1 5.61 6 6 

輸出量（1,000ton） 0 0 0.05 0.07 0.01 

輸入量（1,000ton） 0.08 0.06 0.06 0.04 0.01 

（出典：FAOSTAT | © FAO Statistics Division 2006 | 27 October 2006）   
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2-2 貧困農民、小規模農民の現状と課題 

 

 (1) ｢ナ｣国の貧困の状況  

 ｢ナ｣国第二次国家開発計画では、一世帯の収入に占める食費の割合が 60%以上 80%未

満を｢比較的貧困｣、80%以上を｢極度な貧困｣と位置づけられている。NHIES の調査結果で

は、比較的貧困とされる世帯は全体の 38%、極度な貧困とされる世帯は全体の 9%とされ

ている。 

｢ナ｣国の1人当たりGNIは2,370 USドルであり、低中産国に分類されるが、人口の約60%、

約110万人が居住する北部地域（カプリビ、カバンゴ、オムサティ、オシャナ、オハング

ェナ、オシコト県）の一人当たりの年収は 200～300 USドル（約24,000～30,000円）程度

と言われており、極端に低い。 

 また、カプリビ県では平均寿命が 39.8 歳と、｢ナ｣国の平均寿命 52.4 歳を大きく下回っ

ており、カバンゴ、オムサティ、オシャナ県では、安全な飲み水の確保が困難となってお

り、各県の安全な水の供給率は 68%、61%、46.8%と低い数値となっている。 
  

 (2) ｢ナ｣国の農民分類 

 表 2-11 にあるように、｢ナ｣国の農業セクターは大きく 4 形態に分けることができる。 

本計画の対象となるのは、北部のコミューナル・ランドの小規模農業・放牧である。自

家消費型の農業・畜産が行われており、営農規模は小さく、5ha 以下の農家が全体の 90%

以上を占めている。主な農業生産物はミレット、ソルガム、トウモロコシである。ウシ、

ヤギは粗放的に放牧され、農耕家畜としても活用されている。 

 集約的農業・放牧は、主にコマーシャル・ランドにて行われている。営農規模は平均で

50ha 程度と大規模で、灌漑施設を利用して輸出向けにトウモロコシ、コムギ等の穀類、

野菜、ブドウ等の果物、ダチョウなどの家畜を生産している。 

 
表 2-11 主な農業形態 

 
農業形態 農業生産物 販売・消費形態 規模（ha） 就業者数（人）

小規模農業・ 
放牧 

ミレット、ソルガム、トウモロコシ 
ウシ、ヤギ 

自家消費 5,500,000 960,000

集約農業・ 
放牧 

トウモロコシ、コムギ、ブドウ、オリーブ、野菜 
ダチョウ、ブタ 

40,000 40,000

小規模放牧 ヒツジ、ヤギ 27,000,000 67,000

大規模放牧 ウシ 

輸出、国内販売 

31,500,000 106,000

合計     64,040,000 1,173,000

（出典：Farming Systems in Namibia, the Namibia National Farmers Union, 2006） 
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(3) 貧困農民、小規模農民の課題 

 貧困農民、小規模農民が多く居住する、北部および北東部は、表 2-12 が示すように、

灌漑用水へのアクセスに問題があり、天水に頼った農業を行っている農家が多い。 
また、トラクター等の農機は高価であり、肥料の流通もほとんどないために、ミレット

を例にあげると、単収 3 はアフリカ諸国の平均が 500kg/ha（FAOSTAT 2006）であるのに

対し、300～400kg/ha と低い。 
 

表 2-12 コミューナル・ランドにおける灌漑利用農場主数 
 

 

 

 

 

 

（出典：Basic Tables of Communal Agriculture, 1994/1995） 

 
2-3 上位計画（農業開発計画/PRSP） 

 

(1) 国家開発計画  

｢ナ｣国では、長期的、中期的な視野に基づいた国家開発を行うための戦略として、1994

年に国家開発 5 カ年計画を策定し、現在は第二次国家開発 5 カ年計画（Second National 

Development Plan：2001/2002～2005/2006）が実施されている。 

 第二次国家開発 5 カ年計画は、以下の 3 つの要素から構成されている。特に、各セクタ

ーの技術者不足、地方と都市部の格差（経済、公共インフラ、水環境）の問題は重要課題

とされている。 

 農業セクターにおいては、新たな人材の育成、雇用の創出、小規模農業の支援による農

業分野の発展、貧困削減、地域間格差の是正を目的とし、①農家の生産力の向上、②農業

による収入機会確保の促進、③農産物輸入量、同輸入額の削減、④農産物輸出量、同輸出

額の増加の 4 項目を基本方針としている。 

 

(2) 農業開発政策  

1) 国家農業政策(National Agriculture Policy) 

 農業セクターにおいては、農業・水・森林省が主体となり 1995 年に策定した国家農

業政策（National Agriculture Policy）を、第二次国家開発 5 カ年計画に則した内容に改定

                                            
3 単位あたりの収量。 

灌漑利用状況 農家数 

灌漑施設なし 493

灌漑施設利用せず 97,857

灌漑施設利用可能 963
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して、農業・農村開発事業を行っている。 

 国家農業政策は、以下の 4 項目に重点が置かれている。 

① コミューナル・ランドでの農畜産物の増産支援 

農業生産性およびコミューナル・ランドでの収入手段の確保および収入機会の改

善 

② 商業農業の環境整備 

  商業農業の育成を目的とした法的、経済的な諸条件の整備 

③ 新しい農産物の導入、市場強化とマーケティングを通じた生産の拡大 

④ 天然資源の維持 

  

 特に、貧困農民、小規模農民が数多く居住するコミューナル・ランドでの農業セクタ

ーの開発は、貧困削減の観点からも重要視されている。農業技術普及員による牛耕普及

事業や、農機購入のためのファイナンス制度などの地域事情に根ざした技術の普及等が

行われている。 

 

2) グリーン・スキーム政策(Green Scheme Policy：2003～) 

 過去に政府主導で行われた大規模灌漑施設等のより効率的な活用を図るために、2003

年に策定され、現在も継続して実施されている。公共事業と民間事業主との協力関係を通

じて、灌漑農業における民間セクターの成長を促し、国家開発計画中の以下の 7 項目の推

進に寄与することを目的とする。 

① 食糧の安全 

② 国民の栄養状態の改善 

③ 食糧自給の達成 

④ 雇用の促進 

⑤ 農業の機械化、農業産業の振興 

⑥ 地方での生活収入源の拡充 

⑦ 貧困の削減 

 

(3) 貧困削減計画 

 ｢ナ｣国では、第二次国家開発 5 カ年計画に沿って、国家計画評議会（NPC）が国家貧困

削減行動計画 2001-2005 を作成し、貧困削減政策を行っている。 

同計画の重点方針として、以下の 3 点が挙げられている。 

・地方分権 

・農業技術の普及による農業生産格差の是正 

・農業セクター以外の産業の確立 

 このうち、農業技術の普及については、コミューナル・ランドの小規模農業の支援・指
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導を行い、生活収入源のとしての農業の普及、雇用の促進を促し、貧困削減に寄与するこ

とが求められており、この指針に沿った農業政策が農業・水・森林省によって進められて

いる。 

 

(4) 本計画と上位計画との整合性 

 本計画は、コミューナル・ランド北部地域 6 県の貧困農民に対して、肥料、農業機材の

支援を行い、食糧の増産、貧困の削減を目的としたものである。第二次国家開発 5 カ年計

画に基づいて策定された国家農業政策、グリーン・スキーム政策、国家貧困削減行動計画

は、生活収入源としての農業の普及を通じ、食糧の増産、雇用の促進を促し、貧困の削減

に寄与することをあげており、「ナ」国における本計画の実施はこれら上位計画と合致す

る。 
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第3章 当該国における 2KR の実績、効果及びヒアリング結果 

 

3-1 実績 

 

 「ナ」国向け 2KR は、同国が独立した平成 2（1990）年度から開始され、平成 11（1999）

年を除き、平成 12（2000）年度まで計 10 回行っている。過去の 2KR 実績を表 3-１に示す。 

 

表 3-1 過去の実績 

実施年度
平成2

（1990）
平成3

（1991）
平成4

（1992）
平成5

（1993）
平成6

（1994）
平成7

（1995）
平成8

（1996）
平成9

（1997）
平成10
（1998）

平成12
（2000）

合計

E/N額

（億円）

品目 農業機械 *
農薬

防除用機器
農業機械

肥料
農薬

防除用機器
農業機械

肥料
農薬

農業機械

肥料
農薬

防除用機器
農業機械

肥料
農薬

防除用機器
農業機械

肥料
農業機械

肥料
農業機械

肥料
農業機械

肥料
農薬

防除用機器
農業機械

2.0 2.5 3.0 3.0 3.02.5 3.0 3.0 2.5 2.5 27.0

 
* 推定 

（出典：調査団による作表） 

 

【在庫について】 

(1) 農業機械及び作業機のスペアパーツ 

農業・水・森林省（以下、農業省）のオカハンジャ倉庫に、これまで 2KR で調達した

農業機械及び作業機のための未使用のスペアパーツの在庫がある。2KR の農業機械は、政

府の灌漑プロジェクト 1 及び耕起サービス（トラクター・ハイヤー・サービス）に使用

されていたが、これらを民営化したことで、農業省がスペアパーツを管理する必要がなく

なったため、スペアパーツは、今後入札で販売する予定である。 

入札方法は未定だが、販売金は政府の中央歳入基金か、あるいは今回 2KR が実施され

ることになれば、2KR の見返り資金口座に入金される予定である。 

スペアパーツについては、サイト調査の際、2KR の農業機械 2 をオークションで購入

した農民から、スペアパーツが入手できないとの苦情が寄せられていたため、農業省に申

し入れたところ、農業省からはスペアパーツの在庫があり入手可能であるとの連絡が各地

方に文書で発行されていたことがわかった。調査団が農民と協議した際、文書の宛先であ

る北部（北中央）地方の長（農業省農業局開発普及課次長）も同席しており、彼はスペア

パーツ入手に関する情報を得ていたにもかかわらず、その場では何の説明もなかったため、

調査団と同行していた農業省の職員は、開発普及課次長の農民に対する説明不足であると

                                                   
1 コミューナル・ランド及び国の南部で、大きな川から灌漑可能な場所に政府が灌漑設備を整えたプロジ

ェクト地。かつては政府が所有していたが、現在では民営化されている。 
2 政府が耕起サービスで利用していた農業機械で、2KR で調達されたもの。 
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して問題を提起し、スペアパーツの入札時はコミューナル・ランドに販売網を持つディー

ラーが参加できるように公示方法を考慮することとなった。 

 

(2) 農薬と防除用機器 

 平成 12 年（2000）年度に調達したトラロメトリン 1.65 UL が、3,000 リットル中 1,820

リットル、トラロメトリン 1.3 UL が 3,000 リットル全量、オカハンジャにある農業省の農

薬専用倉庫に在庫として保管されている。なお、保管状態は良好であり、農業･水・森林

省は責任を持って管理しており、利用方法も熟知している。 

 これらの農薬は、バッタ駆除のための農薬であり、国家防除用として調達された。これ

までに起こったバッタの発生に対してトラロメトリン 1.65 UL を 1,280 リットル使用し、

現在保管されているものは全て今後のバッタ発生時に使用する予定である。 

 ただし、2001 年に製造されているため、効果が弱くなっていることが考えられるので、

同様の効果を得るために利用時には農薬を分析し、単位面積当たりの使用量を確認すると

のことであった。 

 また、同時期に 2KR で調達した人力噴霧器、車載式散布機も、農薬散布に備え保管さ

れていた。 

 なお、現在 2KR では農薬の二国間供与は行っていない。 

 

3-2 効果 

 

(1) 食糧増産面 

直近の実施が平成 12（2000）年であり、数値として効果を明らかにするのは難しいが、

1993 年以降、尿素及び化成肥料 2:3:2（30）+ 0.5% Zn はほぼ毎年調達されている。調達数

量が 200t から多くても 700t 程度と少なく、デモンストレーション用と販売用として限定

的に利用しており（補助金付で廉価に販売）、北部（北中央）地方の農業改良普及員及び

農民からの聞き取り調査では、2KR の肥料を利用することで 300-400kg/ha だったミレッ

トの収量が、ほぼ倍の 500-600kg/ha の収量になったとのことであり、増産に資している。 

2KR で調達したトラクターは、政府の灌漑プロジェクト、政府の耕起サービスおよび農

業訓練センターで使用されていた。農業機械の運行記録はあるとの説明だが、利用されて

いたトラクターは 2KR で調達されたものだけではなく、自国で調達したものも含まれて

おり、増産への量的効果への貢献を具体的に計ることはできなかった。しかし、聞き取り

調査では、耕起サービスによってミレット、ソルガムが適期に作付けでき、農業活動に有

効とのコメントがあった。また、政府使用の農業機械は整備・修理も行われ適切に活用さ

れており、政府の耕起サービス民営化に伴って農民に売却されたものも同様に活用されて

おり、食糧生産における貢献は明らかである。 
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(2) 貧困農民、小規模農民支援 

 これまで 2KR で調達した肥料は、コミューナル･ランドで、小規模農家支援として使用

され、販売されていた。小規模農家は、2KR 肥料以外は価格的に購入できず、またコミュ

ーナル･ランドでの一般的な肥料販売はほとんど行われていないため、2KR 肥料は貧困農

民/小規模農民支援として評価できる。 

 コミューナル･ランドで政府の耕起サービスに使用された農業機械と、農業訓練センタ

ーで利用されている農業機械は、どちらも支援対象は貧困農民/小規模農民であり、政府

の耕起サービス以外にこのような農業関係サービスはなかったため、貧困農民、小規模農

民支援として考えられる。 

 また、かつての政府の灌漑プロジェクトは食糧増産という点では効果的であり、配置さ

れていた 2KR の農業機械は食糧増産に貢献していた。現在では灌漑プロジェクトの民営

化とともに、灌漑プロジェクトへ貧困層である黒人農民の参加が促されており、灌漑プロ

ジェクトで使用されている農業機械は、食糧増産とともにコミューナル・ランドにおける

黒人農民支援となっている。 

 

3-3 ヒアリング結果 

(1) 裨益効果の確認 

・ 貧困削減には国を挙げて取り組んでおり、（黒人）貧困農民への支援と食糧安全保障

の確保が貧困削減に貢献する。2KR で肥料が入手できれば、貧困農民を支援すること

ができる。（国家計画評議会） 

・ 2KR の肥料販売は農民にとって有意義である。農業セクターへの援助で食糧作物増産

に関係するものは 2KR 以外にない。（農業省） 

・ 降雨状況にもよるが、ミレット栽培に肥料を使ったときには 300-400kg/ha の収量が

500-600kg/ha に増えた。（北部地方の農業改良普及員、農民代表） 

・ トラクターを利用することで、適期に作付けができた。（北部地方の農業改良普及員、

農民代表） 

 

(2) ニーズの確認 

・ 肥料を使いたいが、価格が高く、しかも近隣では販売していないので、2KR 肥料以外

は入手できない。（北部地方の農業改良普及員、農民代表） 

 

(3) 課題の把握 

・ 食糧自給率を上げることも重要だが、農民の所得向上が最も重要である。（FAO） 

・ 水が十分利用できれば、次には肥料が必要ということになろうが、コミューナル・ラ

ンドでは肥料を使用していないので、肥料の使用の指導をどのように行うか、また肥

料の使用でその年は増産できても、その後どのように肥料を入手できるのかが問題で
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はないか。（FAO） 

・ 北部地域は農業ポテンシャルが高く、カバンゴ県、カプリビ県はトウモロコシの余剰

生産があるが、その販売市場がない。（FAO） 
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第 4 章 案件概要 

 

4-1 目標及び期待される効果 

 

 北部地域における小規模農民の貧困の削減を目標とする。具体的には、天水に頼る粗放

農業を営む貧困小規模農民の増産による食糧確保への貢献と自立、及び余剰生産物を販売

することによる増収を期待している。 

 

4-2 実施機関 

  

農業・水・森林省（以下、農業省）が実施機関である。組織図を図 4-1 に示す。 

農業局

農業改良普及・技術
サービス部

調査･研修部 獣医サービス部

水・森林局

資源管理部 森林部

開発・農業
改良普及課

技術サービ
ス課

調査課 研修課

動物疾病
管理課

獣医公共
衛生課

診断サー
ビス課

伝染病課

コミュニ
ティ管理

課
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（出典：農業省） 

図 4‐1 農業・水・森林省組織図 

 

農業省は、農相以下、職員 3,089 名、予算規模は 2006/2007 年（会計年度 4 月/3 月）で

政府全体予算 12,772,135,000 ナミビアドル（約 2,069 億円）のうち 5%を占める 668,629,000

ナミビアドル（約 108 億円）である。農業省予算のうち、開発資金となるのは 139,699,000

ナミビアドル（約 23 億円）で、農業省予算の約 21％にあたる。 

 2KR は、農業局農業改良普及･技術サービス部が担当する。農業改良普及・技術部サー

ビス課の職員数は 825 名、予算は人件費を含め 47,453,000 ナミビアドル（約 7.7 億円）（事
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表 4-2 要請品目 

肥料

1 化成肥料2:3:2（33）
+1%Zn+0.2%Ca+1.5%S+1.5%Mg 9,165 ﾄﾝ

2 尿素(46%) 1,528 ﾄﾝ

農業機械

1 乗用トラクター
四輪駆動, 74-87馬力

20 台

2 リッパー（3爪） 20 台

3 チゼルプラウ（5条） 20 台

4 ディスクハロー（オフセット式）
幅2m 20 台

5 カルチベーター（4条） 20 台

6 トレーラー（リア･ダンプ式）
二輪, 積載5t 20 台

7 トレーラー（固定式）
四輪, 積載5t 20 台

8 普通型コンバイン（刈幅3.6m以上） 2 台

9 脱穀機（1.1t/時） 20 台
 

* 農業機械及び作業機の 5%分のスペアパーツは不要 3 
（出典：調査団ミニッツ） 

 

1) 肥料 

「ナ」国農業省では、本年 6 月にナイジェリアで開催された「アフリカ肥料サミット」

を受け、同地での増産に対する肥料の重要性に鑑み、北部地域（今回の対象地域）への穀

物・果樹生産を行う農民を支援するための「肥料補助金」についての推薦文を国会に提出

した。その中で、必要とされる肥料について土壌分析をもとに言及しており、小規模農家

の 20%を現実的な対象人数として今回要請が行われた。 

 対象地域における農民数と必要量を表 4-3 に示す。 

 肥料の利用については、化成肥料を元肥として 150kg/ha、窒素分の補填のため尿素

25kg/ha を追肥として使用し、ミレットについては現在の収量平均の約 2倍である 500kg/ha、

ソルガムは 600kg/ha、トウモロコシについては 1,000kg/ha の収量を目標値としているとの

説明であった。 

一般的に、降雨量が少なく、収量の著しく低い土壌における肥料散布は、堆肥で十分で

あるとされているが、小規模農民の飼育している家畜の頭数は少なく、また粗放的に放牧

                                                   
3 これまでの 2KR で調達した農業機械のスペアパーツで未使用分がある。使用頻度により消耗するスペア

パーツが異なるとして、今後は、必要時期に自力でスペアパーツを調達する意向である。 
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されているため、これらの家畜の糞を堆肥として使用しているが十分な量は確保できない。

穂を刈り取った後は飼育している家畜のえさにしているため、栄養分の農地への還元も少

ない。また、過去に 2KR の肥料（補助金付で販売）を使用した農家への聞き取り調査で

は、使用することでミレット等の生産が倍になったとのことであり、すでに牛糞などを堆

肥として可能な限り使用している当地での増産には肥料が必要であるとの説明であった。 

 

表 4-3 対象農家数と要請数量（肥料） 

県 農家数
対象農家

数
対象面積

（ha）

NPK2:3:2(33)
+1%Zn+0.2%+1.5
%S+1.5Mg*（トン）

尿素**
（トン）

住民の
戸数

農家の
割合

カプリビ 11,277 2,255 6,766 1,015 169 18,607 61%
カバンゴ 9,115 1,823 5,469 820 137 32,354 28%
オハングェナ 26,908 5,382 16,145 2,422 404 37,844 71%
オムサティ 22,749 4,550 13,649 2,047 341 39,248 58%
オシャナ 16,034 3,207 9,620 1,443 241 31,759 50%
オシコト 15,753 3,151 9,452 1,418 236 31,871 49%
計 101,836 20,368 61,101 9,165 1,528 191,683 53%  
注）1 農家あたり平均 3ha の農地を要する。*NPK 150kg/ha, **尿素 25kg/ha 
（出典：農業省の国会提出資料、及び NHIES 2003/2004 から作表） 
 

① 化成肥料 2:3:2（33）+ 1% Zn + 0.2% Ca + 1.5% S + 1.5 % Mg 

要請された化成肥料 2:3:2（33）+ 1% Zn + 0.2% Ca + 1.5% S + 1.5% Mg は、対象地域の

土壌分析をもとに計算されている。一般的な表記方法では、この化成肥料は窒素（N）・

リン酸（P2O5）・カリ（K2O）の含有量は 9.4％：32.18％：11.35％である。 

対象地域の土壌は、場所によって化学性（pH）が異なり、また、養分に乏しく、必須

元素の含有が少ないため、窒素・リン酸・カリの「肥料の三要素」がすべて含まれており、

二次要素である硫黄（S）及びアルカリ分（カルシウム Ca + マグネシウム Mg）、微量要

素で南部アフリカの土壌に欠乏が見られる亜鉛（Zn）を添加したものが要請された。 

 この肥料は、保証成分の合計が 30%以上の高度化成肥料であり、三要素の含量が高いた

め、輸送費が軽減される、施肥労力が省けるなどのメリットがあるほか、リン酸の一部あ

るいは全部がリン安の形で含まれているため、窒素、リン酸の肥効が高い。窒素とカリ成

分がほぼ等しく、主にリン酸肥沃度の低い土壌やリン酸固定力の強い火山灰地、寒冷地、

冬作等の元肥に使用される。 

 また、強いアルカリ性土壌の場合、亜鉛が欠乏することがあり、南部アフリカでは柑橘

類に対する亜鉛欠乏症が報告されている。隣国のザンビアでは、化成肥料に硫黄を転化し

た肥料が一般的に流通しており、土壌の状況によって亜鉛及び硫黄の添加は南部アフリカ

向け肥料では行われている。 

しかしながら、この化成肥料は、「ナ」国内のみならず一般的に流通しているものでは
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なく、調達しようとする場合、特注製品となるため価格が高くなり、かつ特注に応じても

らえる肥料会社の有無も課題となる。それでもヘクタールあたりの施肥量と運賃を考慮し

た場合、成分の低い肥料を適正量利用するよりも、単位あたりの施肥量が少なくて済むた

め、調達量も少なくてすみ、「ナ」国にとって一番の課題である運賃がかからず、結果的

には廉価とのことであった。 

窒素、リン酸、カリに Ca、S、Mg、Zn などが添加されている南アフリカ製の「BOUNCE」

という商品が「ナ」国の北部地域で販売されていることは確認したが、微量要素の含有量

は低い。南アフリカの肥料会社に、要請された化成肥料の製造の可否について質したとこ

ろ、当初は製造可能であるとしていたが、その後、生産の最低単位が 3,000ｔ以上でない

と注文には応じられないとのことであり、実質的に調達不可能となったため、農業省は過

去の２KR で調達実績がある化成肥料 2:3:2（30）+ 0.5 Zn を変更要請として提示してきた。 

この肥料の成分は、一般的な標記方法では、窒素（N）、リン酸（P2O5）、カリ（K2O）

の含有成分が 8.5％：29.4％：10.3％であり、保証成分の合計が 30%以上の高度化成肥料で

ある。特性は、上述の化成肥料と同様だが、二次要素が含まれておらず、施肥量は前述の

化成肥料と同様である。聞き取り調査による増産効果は、この化成肥料 2:3:2（30）+ 0.5 Zn

の利用によって発生したものであり、肥料指導を行う農業改良普及員や農民も利用経験が

あることから、変更要請品目は妥当と判断する。 

 

② 尿素 

 溶解度、吸湿性が高く、作物に対する汎用性が高い。土地を酸性にするような副成分を

含まない生理的中性肥料で、連用しても土壌が悪変しにくい。窒素成分の少ない土壌への

追肥としての使用は妥当である。 

 

2) 農業機械及び作業機 

 対象地域における政府プロジェクト（灌漑プロジェクト）に配置する。 

政府の灌漑プロジェクトは全国で 11 あり（うちひとつが訓練センター）、そのうち 8 つ

が対象地域であるコミューナル･ランドにある。 

それぞれのプロジェクトはすでに農業機械を保有しているが、機械の老朽化が進んでい

るため、コミューナル･ランドの灌漑プロジェクト 5 ヶ所と灌漑訓練センターへ新しい農

業機械を配置したいとして今回要請がなされた。 

 農業機械の配置が予定されているプロジェクトを表 4-4 に示す。 
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表 4-4 要請した農業機械の配置計画 

プロジェクト名 県
保有面積
（ha）

乗用トラクターと
作業機、脱穀機

（台）

コンバイン
（台）

ムセセ灌漑スキーム カバンゴ 360 4
ブングーブング灌漑スキーム カバンゴ 360 3
シテモ灌漑スキーム カバンゴ 700 3
シャディコンゴロ灌漑スキーム カバンゴ 700 3
ンドンガ・リネナ灌漑スキーム カバンゴ 800 4 1
ムシャセ灌漑訓練センター カバンゴ 140 3 1  

（出典：農業省から聞き取り） 

 

① 乗用トラクターと作業機 

（リッパー、チゼルプラウ、ディスクハロー、カルチベーター、トレーラー2種類） 

 乗用トラクターは、各種の作業機を牽引または駆動して、耕起、中耕、防除、収穫、運

搬等の農作業全般において幅広く利用できる。四輪で駆動する方式のものは、一般的な後

輪駆動（二輪駆動）に比べ、牽引力が 20～30％程度増加する。 

 リッパーは、土中の石礫（れき）の掘り起こしや心土の破砕などの整地に利用される。 

チゼルプラウは、土壌の耕起に用いられる、単純な形のプラウで、心土の破砕や簡単な

耕うん等に用いられる。 

 ディスクハローは、プラウで耕起した後に、砕土、整地作業を行うための作業機で、取

り付けられた円盤が土の塊を切り割り、土を細かく砕くためのものである。 

 カルチベーターは管理作業用として中耕及び除草作業をねらいとした作業機で、特に除

草作業を能率化するための作業機として重要性が高い。 

 トレーラーは、トラクターで牽引し、農業用資材、農産物の運搬に利用される。 

 

 乗用トラクターと作業機の組み合わせは、固い土地の整地及び耕うん、その後の農作業

に必要なものであり、妥当である。 

 要請された乗用トラクターの妥当性を農作業のなかで重要な耕起作業について検討す

る。配置予定のプロジェクトは、灌漑が整備されているため、ほぼ年間を通じて農業が可

能だが、実際の耕起作業は雨期が開始してから行っている。80 馬力級トラクターの場合、

耕起作業は 0.5～0.6ha/時であるため、ロス時間を除外して 1 日 5 時間作業すると約 2ha 耕

起できることとなり、たとえば 30 日間でそれぞれの灌漑プロジェクトを耕起するには、

表 4-5 で表した台数が必要となる（これらは、耕起作業に必要な台数であり、そのほかに

中耕作業や播種といった作業にもトラクターは必要となる）。 

以上から、今回要請されたトラクター及び作業機の数量は、保有面積に対する必要台数

内であるため、要請数量は妥当である。 
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表 4-5 乗用トラクターの必要台数 

プロジェクト名 県
保有面積
（ha）

保有面積に対
する必要数

（台）

乗用トラク
ター要請数
量（台）

ムセセ灌漑スキーム カバンゴ 360 6 4
ブングーブング灌漑スキーム カバンゴ 360 6 3
シテモ灌漑スキーム カバンゴ 700 12 3
シャディコンゴロ灌漑スキーム カバンゴ 700 12 3
ンドンガ・リネナ灌漑スキーム カバンゴ 800 14 4
ムシャセ灌漑訓練センター カバンゴ 140 3 3  
（出典：調査団により作表） 

 

② 普通型コンバイン 

コンバインは、圃場の収穫を効率的に行うには有効な農業機械であり、要請された刈幅

3.6m 以上ほどのモデルの場合、例えば刈幅 4m とすると時間当たり 1ha の収穫作業が行え

る。 

要請された機材は、ムシャセ灌漑訓練センターと、対象のプロジェクトで最大の面積を

持つウドンガ・リネナ灌漑スキームに配置予定である。ムシャセ灌漑訓練センターは、生

産性と収入向上のための訓練用に農業機材の整備が必要となり、ンドンガ・リネナ灌漑ス

キームは収穫の効率化のために必要とのことであった。 

訓練センターは、農業改良普及員の訓練にも農民の訓練にもコンバインが必要不可欠で

あり、要請は妥当である。 

また、ンドンガ・リネナ灌漑スキームへの配置について、トウモロコシの場合、収穫適

期から 1 日で実から 0.3%の水分が失われるため速やかに収穫しなければならず、140ha

での収穫を 10 日以内に終わらせるためには、要請されたコンバインと同様のモデルで 3

台が必要となる。要請数量は必要数量のうちであるため、要請は妥当である。 

 

③ 脱穀機 

 脱穀機は、刈り取った穀かんを、そのまま投入して脱穀するもので、イネ、ムギ、マメ、

雑穀に用いられ、効率よく処理するには有効な機材である。乗用トラクター及び作業機と

同じ数量を、同じ灌漑プロジェクトに配置する予定であり、灌漑プロジェクトのそれぞれ

の面積における生産量から鑑みれば、1.1t/時の脱穀機の要請は妥当である。 

 

 最終的な要請品目を表 4-6 に示す。 
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表 4-6 変更後の要請品目 

品目 原産国 優先順位

1 化成肥料2：3：2（30）＋0.5％Zn 9,165 ﾄﾝ DAC, 南ア 1

2 尿素(46%) 1,528 ﾄﾝ DAC, 南ア 2

1 乗用トラクター
四輪駆動, 74-87馬力

20 台 DAC, 南ア 1

2 リッパー（3爪） 20 台 DAC, 南ア 2

3 チゼルプラウ（5条） 20 台 DAC, 南ア 2

4 ディスクハロー（オフセット式）
幅2m 20 台 DAC, 南ア 2

5 カルチベーター（4条） 20 台 DAC, 南ア 2

6 トレーラー（リア･ダンプ式）
二輪, 積載5t 20 台 DAC, 南ア 2

7 トレーラー（固定式）
四輪, 積載5t 20 台 DAC, 南ア 2

8 普通型コンバイン（刈幅3.6m以
上）

2 台 DAC, 南ア 1

9 脱穀機（1.1t/時） 20 台 DAC, 南ア 2

肥料

数量No.

農業機械

 

 

(4) ターゲット･グループ 

 対象地域である北部（北中央）地方 4 県および北東部地方 2 県のコミューナル･ランド

の小規模農家である。 

 この土地における小規模農民の多くは天水に頼る粗放農業を営んでおり、保有地は 3ha

以下である。 

世銀によれば、同国のひとりあたり GNI は 2,389 US ドル（約 29 万円）/年（世銀 Atlas 

Method 2004）だが、ナミビアの農業システム（Farming System in Namibia）という冊子に

よれば、小規模農家の平均所得は、2,000 ナミビアドル（約 3.2 万円）以下と非常に低い。 

 前述の表 2-3（NHIES 2003/2004）によれば、対象地域である 6 県の住民の所得平均は

5,126 ナミビアドル（約 8.3 万円）であり、対象県以外の所得平均である 11,986 ナミビア

ドル（約 19 万円）の半分以下である。また、「ナ」国における収入の低いほうから 25%

の家庭の平均収入は年間 1,600 ナミビアドル（約 2.6 万円）であり、最も収入の多い 2%

の家庭所得の年間 150,000 ナミビアドル（約 243 万円）に比べ貧富の差が激しく、かつ最

も所得の低い 5％の家庭は、その消費の 80-100%を食糧に使ってしまっており、生活のた

めの金銭的な余裕はない。 
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表 4-3 対象農家数と要請数量（肥料）（p.26）に示したとおり、住民のすべてが農民と

いうわけではなく、同表 4-3 と表 2-3 家計の主な収入源（p.10）を照らし合わせると、農

民であっても、自作農で生計が立てられず、その主な収入源が賃金だったり、生活保障金

だったりしている様子がうかがえる。カプリビ県以外では、家計の主な収入源が自給自足

にやっとという状況の生存農業 4 から得るという農家が、県の住民の 33-80％にもなって

おり、他県に比べ生存農業の家計に占める比率は高いため、コミューナル・ランドでは生

存農業が生活基盤であることがわかる。 

 

1) 肥料のターゲット・グループ 

これら小規模農家は、価格の面から、2KR で調達する肥料以外の入手は困難である。

また、小規模農家の居住地であるコミューナル・ランドでは、ディーラーなどによる小

規模農家向けの肥料販売は行われていない。「需要がない」というのがディーラーから

の説明だが、小規模農家にとっては店頭においていないので入手できないということで

ある。しかしながら、もし販売されていたとしても、市場価格で肥料を購入する金銭的

な余裕はないものと思われる。 

商業地区にある白人の運営する中・大規模農場では、単独であるいは農協を作って直

接海外から必要な肥料を輸入しており、首都周辺やコミューナル・ランドの町部にある

農業資機材店で販売されている肥料は主にガーデニング用とのことである。 

ちなみに、肥料として一般的な尿素について、ウィントフック内の量販店（ホームセ

ンターのような大型店）では、尿素がキロ当たり 8.08～8.64 ナミビアドル（約 131～140

円）で販売されていたのに対して、対象地域のひとつであるオシャカティの農業資機材

ディーラー店では肥料は扱っているものの尿素は販売していなかった。 

 

2) 農業機械及び作業機等 

農業機械・作業機については、対象地域の灌漑プロジェクトを運営しているサービ

ス・プロバイダーに販売する予定であり、ターゲット・グループは灌漑プロジェクトに

参加している小規模農家である。 

「ナ」国政府は、かつて開発していた灌漑プロジェクトを民営化し、入札によってサ

ービス・プロバイダーを選定、契約し、運営を委託している。 

サービス・プロバイダーは、政府から農業機械を無償で貸し出され、その保守管理は

自費で賄っている。灌漑地での自身が借りている耕作地を運営し、また灌漑プロジェク

トに参加している小規模農民に対してトラクター・ハイヤー・サービスを行う。かつて

政府プロジェクトに利用されていた 2KR で調達した農業機械は、そのままサービス・

プロバイダーに引き継がれている。 

トラクター・ハイヤー・サービスに対する賃料は、半分がプロジェクトの運営資金と

                                                   
4 p.9 の脚注 2 と同様 
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なってスペアパーツや燃料の購入に利用され、半分はサービス・プロバイダーの利益と

なる。 

サービス・プロバイダーは肥料も自力で輸入し、本人が使用する以外に 5%の手数料

を載せて販売しており、この手数料も半分はプロジェクトの運営資金となるしくみであ

る。また、独自で作物の販売販路を開発しており、灌漑プロジェクトに参加している農

民が希望すれば、収穫物を買い上げ、売却も行っている。 

視察で訪問したエトゥンダ灌漑プロジェクト（オシャカティから約 150km 北西のアン

ゴラ国境近く）では、サービス・プロバイダーは約 400 名を雇用して 300ha の畑を耕作

し、小規模農家は 1 家族 3ha の割り当てで 100 農家がプロジェクトに参加していた（計

300ha）。サービス・プロバイダーが栽培したコムギ、トウモロコシ、ジャガイモ、豆カ

ボチャ、スイカ、バナナ、メロンは箱詰めされ、出荷される。小規模農家の畑も灌漑が

整備され、サービス・プロバイダーの管理するトラクター（40 台）をオペレーター付で

貸し出してもらい、耕運作業が行われていた。また、肥料だけではなく、種子、農薬と

いった農業投入財も直接海外から輸入しており、プロジェクトに参加している農民の相

談にものるが、農民への研修等は行わないとのことであった。 

 

(5) スケジュール案 

 栽培カレンダーを表 4-7 に示す。 

   雨期の始まり

灌漑地

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

　　　　● □ □

△ △

▲ 　　　　▲

○ ○

◎ ◎

天水地

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

◎ ◎ ◇ 　　　　● △　　　△ ○ ○

（▲□）

　△　　 △

　　　● 　　　　●
　▲ ▲

○ 　　　　○
　　　　□ □

◎ ◎

凡例：　耕起：△　　元肥：●　　播種：○　　追肥：□　　防除：▲　　収穫：◎　　脱穀：◇

ミレット・
ソルガム

トウモロコシ

《　　　大雨期　　　》

トウモロコシ

作物

作物

月

月

 
* ミレットは 2 種類あり、播種から収穫まで 120 日かかる。90 日で収穫できる種子の導入を検討中。 
（出典：農業省及び農業改良普及員から聞き取り） 
 

表 4-3 栽培カレンダー 

 

 年間を通じて耕作が可能な灌漑地と異なり、天水に頼る農業では、雨期の始まりを待っ
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て耕起し元肥を与えることが一般的だが、ミレット･ソルガム栽培では元肥を 9 月下旬か

ら 10 月上旬に使用しているため、8 月には「ナ」国に元肥である化成肥料が荷揚げされ

ていることが望ましい。尿素は追肥として使用されるので、9 月末までには荷揚げされて

いることが望ましいが、農業省は、使用時期まで倉庫に保管することが可能なので特に到

着時期には固執しないとしている。 

 農業機械及び作業機については、現地で組み立てられてから搬送されることを考えると、

4 月には「ナ」国に到着していることが望ましい。 

 

(6) 調達先国 

 肥料、農業機械とも DAC 諸国および南アフリカを調達先国（原産国）とするように要

請があった。「ナ」国は、歴史的にも位置的にも南アフリカとの結びつきが深く、自国に

港を要していても南アフリカからの輸入品が多くを占めているため、品質的にも問題がな

い DAC 諸国と南アフリカを原産国とすることは妥当である。 

 

4-4 実施体制及びその妥当性 

 

(1) 配布・販売方法・活用計画 

 配布と見返り資金の回収フローを図 4-4 に示す。 

　　　販売 　支払い

肥料の流れ
金の流れ

農業・水・森林省
グロートフォンティン倉庫

小規模農家

肥料

対象地域の農業開発センター倉庫

見返り資金口座
（政府のサスペンス･

アカウント）
ナミビア銀行
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　　　販売

オペレーター付で賃貸　

農業機械・作業機の流れ
金の流れ

農業・水・森林省の
オカハンジャ倉庫

農業機械・作業機

政府プロジェクトを運営
するサービス･プロバイ

ダー

小規模農家

見返り資金口座
（政府のサスペンス･

アカウント）
ナミビア銀行

 

 

（出典：農業省からの聞き取り） 

図 4-4 調達資機材のフロー 

 

1) 肥料 

 南アフリカから輸入された場合は陸送で、他国からの場合はウォルビス・ベイで荷卸

され、首都ウィントフックから約 480km 北に離れたグロートフォンティン農業省倉庫へ

納品される。そこから、対象地域の各農業開発センター（ADC）に送付され、農業省が

補助金付で販売する。販売価格は、入札後に決定する。 

 販売時は、農民１人について 3ha 栽培するための必要量（化成肥料は 50kg 袋で 9 袋、

尿素は 1.5 袋）のみ販売し、買占めを防ぐ予定である。また、ADC では地元の農民を把

握しており、小規模農家以外には販売しないとの説明を農業省から受けた。 

 料金は、ナミビア銀行の見返り資金口座に入金される。 

 

2) 農業機械及び作業機 

 肥料と同様の経路で、首都ウィントフックのディーラーに運ばれ、組み立てられてか

ら約 70km 北に離れたオカハンジャ農業省倉庫に納品される。そこから該当プロジェク

トまで搬送され、サービス・プロバイダーに販売される。販売金額は 2KR の入札結果

によるが、見返り資金の積立て義務額である FOB の 2 分の 1 以上の予定である。 

 料金は、肥料と同様に、見返り資金口座に入金される。 
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 肥料、農業機械及び作業機ともに、活用計画は上記図 4-4 で記述したとおりである。 

 

(2) 技術支援の必要性 

 肥料については、農業改良普及員が小規模農家に対して使用方法を教えることができる。 

 農業機械及び作業機については、サービス・プロバイダーが独自で保守・操作、管理を

行い、故障等の修理はディーラーや修理工場に依頼することで対処する。 

 以上から、技術支援の必要はない。 

 

(3) 他ドナー・他スキームとの連携の可能性 

 現在、他ドナーによる農業セクターでのプロジェクトは、すでに終了したか、今後開始

されるもので、動いているプロジェクトは皆無である。これまでも、家畜の生産、水管理

や環境保護にかかわる計画が主であり、小規模農家の穀物増産や、増産を通じての増収を

行う支援は行われていないとの説明を受けた。 

 また、我が国からの支援は、青年海外協力隊員の派遣が昨年から開始されたが、現在の

ところ農業隊員の要請はなく、2KR との連携は今後の協力隊の活動方針によるものとなろ

う。 

 

(4) 見返り資金の管理体制 

1) これまでの体制 

平成 12（2000）年度以前は、「ナ」国の内規により見返り資金口座を開設できないと

して、日本政府の了承のもとに見返り資金口座は開設せず、肥料の販売代金や農機の賃

料は「中央歳入基金」に入金していた。 

肥料の販売は補助金付きで行われ、農業機械等はすべて政府の所有とし、灌漑プロジ

ェクト及び耕起サービスに利用されていた。また灌漑プロジェクトを民営化した際、

2KR のトラクターも他の農業機械と一緒に、サービス･プロバイダーの管理するものと

なった。 

現在では耕起サービスは終了しており、農業機械はオークションで農民に販売されて

いる。その販売代金は、農業・水・森林省が農業銀行（パラステイタル）5 に開設して

いる「ローン保証基金」に入金され、農民が農業銀行とローンを組んだあと不慮の事故

等で返済ができない場合の保証金として利用されている。 

 

2) 今後の体制 

 今般の現地調査において、農業省は見返り資金口座の役割とその性質、2KR 実施にお

ける重要性を理解し、調査団、農業省、財務省は見返り資金口座を開設すべく協議の場

                                                   
5 農業省の傘下にある銀行。 
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を持った。その結果、見返り資金口座を設置できることが判明し、口座開設が先方によ

り約束された。 

今後の実施に際しては、2KR 資機材の販売金は、政府口座であるサスペンスアカウン

ト（Suspense/Control Account）に開設される見返り資金専用口座に入金されることとな

った。 

これは、2KR による資金を他の資金と区別し、次年度への繰越も可能であり、積立金

額についてのステートメントも「ナ」国財務省が発行することができる口座である。ま

た、農業省は、振込みの際の領収書を受け取ることもできる。振込みの手続きは、通常

の入金手続きと同様である。 

見返り資金の出納は、農業省の農業改良普及・技術サービス部及び総務部経理課が行

い、管理は財務省および農業省総務部経理課が行うことになる。 

政府口座なので、内部監査がかけられているが、外部監査を受けることも可能である。

その場合は、監査の前に、The Office of the Auditor General が検査会社について調査し、

許可を与えることになる。 

財務省からは、「政府口座なので、管理と入出金については非常に厳格に行われ、最

も安全な口座といえる。ドナーからの支援については、担当省庁だけではなく、財務省

も加わって問題解決に取り組みたい」との発言があった。 

 

(5) モニタリング・評価体制 

 2KR 実施の担当部署である農業改良普及・技術サービス部が、地方の県の農業事務所に

所属する農業改良普及員および ADC を通じて実施のモニタリングを行い、実施過程と配

布結果は、プロジェクト支援サービス室でまとめ、見返り資金の積立ても含め政府間協議

会・連絡協議会で報告する予定である。図 4-4 に経路を示す。 

 

(6) ステークホルダーの参加 

 地方における農業普及活動は、農民も参加して行われており、2KR が実施された場合も

農民やディーラーの参加を呼びかけて肥料のデモンストレーション等が行われる。 

 

(7) 広報 

 テレビ･ラジオに政府が持っている広報用のチャンネルで、2KR 資機材の到着や配布を

国民に知らせる。対象地域である北部地方については、現地語での広報も実施する予定で

ある。 

 可能であれば、引渡式などのセレモニーも実施したい意向である。 
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発表

報告

報告

報告

農業改良普及員、
農業開発センター（ADC）

県農業事務所

地方農業局

農業省
農業局

農業改良・技術サービス部
プロジェクト支援サービス室

政府間協議会/
連絡協議会

モニタリング

 
（出典：聞き取り） 

図 4-5 モニタリングの経路 

 

(8) その他 

 90 年代から、農業省は小規模農家支援として牛耕計画（Drought Animal Programme）を

コミューナル･ランドで進めている。これは、小規模農家が自力で耕作できるようにする

ためのもので、①農民への訓練、②牛耕が可能なように牛への訓練、を行っている。土壌

が硬いため人力では耕作が困難なこと、農業機械を自前で購入できるほどの収入を持つ小

規模農民はいないため、畜力を利用する農業システムは有益と思われる。 

 上記①、②の実施には、農業省の予算を使用して進められているが、牛耕用の鋤などの

農具については予算がつかないため、これを 2KR で調達したい意向があった。しかし、

最終的には、現在「ナ」国で利用されている牛耕用の農具がジンバブエ製であり、技術仕

様は単純だが特殊性が強く国際入札にはなじまないこと、高く応札される可能性が否定で

きないこと、の 2 点を理由に、2KR の要請とはせず、在南アフリカ日本国大使館と協議の

上見返り資金を利用してこれらの農具を調達することとした。 
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第 5 章 結論と課題 

 

5-1 結論 

  

 「ナ」国は、ひとりあたり GNI が 2,389 US ドル（約 29 万円）/年（世銀 Atlas Method 2004）

のため、中所得国に相当するとして、平成 12（2000）年度を最後としてその後の 2KR 6 は

実施していなかったが、今回の平成 18（2006）年度 2KR においては、「ナ」国内における

コミューナル･ランドとコマーシャル・ランドの格差を確認した上で、コミューナル･ラン

ドの小規模農家を支援対象とした。 

 「ナ」国政府は、小規模灌漑プロジェクトを通じて小規模農家の商業化を奨励し、牛や

ロバによる耕作指導も行っているが、ほとんどの農民は、降雨量の少ない、養分の乏しい

土壌で天水に頼る粗放農業を営み、その生産性は非常に低い。 

灌漑が整備された土地では、コミューナル･ランドの住民の伝統食であるミレットは栽

培されず、天水農業でのみ生産されており、家族で農業を行っている現状では、作付面積

の拡大は望めず、単位あたりの収量を上げることが増産につながる。さらに、対象となっ

ている小規模農家の年間所得は 2,000 ナミビアドル（約 3.2 万円）以下と低く、自前で肥

料を購入することは困難であり、2KR 以外の肥料は購入できない。 

 このような小規模農民の現状において、今回要請された肥料は、対象としている小規模

農民による増産に直接的に裨益すると考えられる。 

 農業機械及び作業機は、灌漑プロジェクトに参加している小規模農民が裨益する。灌漑

プロジェクトに参加するには、農業省の審査が必要であり、天水農業を営む小規模農民よ

り格段に農業を行うための条件は良いものの、自立して農業を営むには至っていない。小

規模灌漑による小規模農民の商業化を奨励している農業省にとっては、灌漑プロジェクト

に参加する農民の営農状況はモデルともなるものであり、今後の灌漑プロジェクトの存続

を支えるためにも、農業機械の投入は必要である。灌漑訓練センターへは、農民に対する

技術開発のためにも農業機械の設置は必要である。 

 以上から、今回要請された肥料、農業機械及び作業機の要請は妥当であると考えられる。 

また、見返り資金の活用についても、90 年代から継続している牛耕計画の機材の購入

という、貧困・小規模農民の技術支援・自立支援計画のために利用したいとの具体的な目

標があることから、今回の協力は妥当であると考えられる。 

                                                   
6 当時は食糧増産援助。本年は貧困農民支援。 
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5-2 課題・提言 

  

(1) 2KR 実施における留意点 

 平成 12（2000）年度以前の実施では見返り資金を積み立てる必要がなかったこと、平

成 12 年度を最後として 2KR を実施していないこと、平成 12 年度以前の 2KR の実施から

は供与条件等に変更点があること、「ナ」国内に在外公館・JICA 事務所がないことから、

四半期ごとの連絡協議会と年に 1 回の政府間協議を利用して、「ナ」国側と日本側が十分

なコミュニケーションを図り、モニタリングの確認や実施状況を把握することが必要であ

る。 

 特に、見返り資金関係については、積立て状況やその透明性の確保、現状の把握、見返

り資金の使途使用申請の手続き等、「ナ」国にとって始めて実施することになるため、調

査団の説明で理解はしているものの、実施を行いながら日本側が指導する必要がある。 

 また、モニタリングと評価体制の確立も、今後の「ナ」国側の課題である。農業省農業

局計画部の「ナミビア早期警告及び食糧情報ユニット」では、本件の対象地域であるコミ

ューナル・ランドでも県ごとに降雨量、ミレット、ソルガム、トウモロコシの栽培面積や

生産量、収量も報告している。県の農業局や農業開発センター（ADC）、農業改良普及員

と協力して 2KR 肥料を販売した地域における収量の変化が記録できれば、効果として分

析し、評価することも可能となるため、既存の情報収集システムとモニタリングを組み合

わせてうまく利用することで、実施体制が向上すると思われる。 

 

(2) 農業セクターにおける実施の連携と開発の継続性 

 小規模農家の作物栽培・増産についての他機関のプロジェクトの実績はないが、対象地

域となっている北部地方のオゴンゴにはナミビア大学農学部があり、同大学農学部との連

携及び協力の可能性がある。学究機関と連携することで、農業セクターにおけるより具体

的で実効性の高いプロジェクトの立案や貧困・小規模農民向けの経済的な営農システムの

モデルが検討できれば、貧困農民の生活向上にも貢献できるうえ、2KR 実施の際に役立て

ることができる。 

2KR は基本的に例年の実施ではないため、持続的な研究や開発事業と組み合わせること

で継続性を確保し、見返り資金の使用によって 2KR としての継続性を持たせることも一

案である。 

 また、モニタリングや評価を第三者機関として同大学農学部に委託することも可能と思

われる。 
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別添2. 収集資料リスト

1 1994/1995 Namibia Agriculture Census Technical Report, Central Statistics Office, NPC
2 2KR Goods (2000) Allocated as Indicated, MAWF
3 Agricultural Statistics Bulletin, MAW
4 Allocation Table 2KR Tractor, Trailer and Implements 1990-1998, MAWF
5 Annual Agricultural Survey 1994/1995, NPC
6 Annual Agricultural Surveys 2000/2001 and 2001/2002, NPC
8 Caprivi Regional Poverty Profile Full Report, NPC
9 Caprivi Regional poverty Profile Summary Report, NPC

10 Farming System in Namibia, Namibia National Farming Union
11 MAWF Organization Structure 2006, MAWF*
12 Namibia Agricultural Census 1994/1995, Basic Table of Communal Agriculture, NPC
13 Namibia Agronomic Board Annual Report 2004-2005, Namibia Agronomic Board
14 Namibia Food Security Bulletin, MAWF
15 Namibia Vision 230, Office of the President, Namibia
16 National Accounts 1995-2005, Central Bureau of Statistics, NPC
17 National Poverty Reduction Action Programme 2001-2005, NPC
18 Namibia-EC Country Strategy Paper and Indicative Programme 2002-2007
19 Omaheke Regional Poverty Profile Full Report, NPC
20 Omaheke Regional Poverty Profile Summary Report, NPC
21 Opening a Bank Account / Suspense Account-Study on 2KR, Ministry of Finance
22 Preliminary Report Namibia Household Income & Expenditure Survey 2003/2004
23 Poverty Reduction Strategy for Namibia, NPC
24 Regional poverty Profile "Omaheke", NPC
25 Seasonal Calendar of Major Crops - MAWF
26 Second National Development Plan (NDP2) 2001/2002-2005/2006, Macroeconomic Sector Land

Cross-Sectorial Policies, NPC
27 Second National Development Plan (NDP2) 2001/2002-2005/2006, Regional Development
28 Sheet of the Structure of MAWF
29 Staff Establishment: Extension Northern Western Division (Filled Posts), MAWF
30 Stock Control Report, Benz Building Supplies
31 Summary of Establishment for the Ministry of Agriculture, Water, and Rural Development
32 Table of Japanese Grant Aid (1990-2000)
33 Total Procurement of Goods over a Ten-Year Period up to the Discontinuation of 2KR, MAWF
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別添 4. ヒアリング結果 
 

(1) ｢ナ｣国国家計画評議会 

貧困削減には国を挙げて取り組んでおり、農民への支援と食糧安全保障の確保が貧困削

減に貢献する。黒人農民が貧困層となっているので、貧困削減には農業省と共に取り組ん

でいるとの説明を受けた。 

また、国の発展には、自らのやる気が最も重要であると思っているため、農民に対して

はコミューナル･ランドで小規模な集会を開催して自分たちで何ができるか、何が必要か

等を話し合い、モチベーションを高めている。2KR で肥料が入手できるのであれば、貧困

農民の支援となるので、実施を切望するとのことであった。 

 

(2) ｢ナ｣国農業省 

2KR の肥料販売は、農民にとって非常に有意義である。補助金なしでは農民は肥料を購

入できないし、収量を上げるには肥料が必要である。 

また、農業セクターへの援助はすべて終了してしまい、現在何もなく、以前に実施され

ていた援助も、食糧作物の増産に関するものはなく、水管理や資源管理、酪農に関するも

のなので、食糧の増産には 2KR が必要とのことであった。 

 

(3) 北部（北中央）地方の農業改良普及員、農民代表 

農民はほとんど肥料を使用していないので、2KR の肥料は農業開発センター（ADC）

と農民の畑で、農業改良普及員が使用方法等をデモンストレーションして教え、ADC で

販売も行ったとのことである。降雨の状態にもよるが、肥料を使った際、ha あたり 100kg

しか使わなくても、300-400kg/ha だったミレットの収量が、500-600kg/ha に増えたとの説

明があった。肥料を使いたいが、2KR の肥料以外は手に入らないとのことである。 

肥料の入手には、100km 以上離れたツメブ（Tsumeb、コミューナル･ランドではなく、

メイズ･トライアングルと呼ばれている商業農業地帯の都市）まで行くとの説明であった。

一方で、販売している肥料はとても高くて買えないため、2KR で肥料を調達してほしいと

の意見であった。 

インタビューの限りでは、堆肥はすでに使っており、自分たちでできる限りの努力はして

いるようであった。農薬は資金がないため、使用していないとのことである。 

何人かの農民は、政府がオークションにかけた乗用トラクター（中古車）を農業銀行とロ

ーンを組んで購入しており、自分たちの畑にはもちろんトラクターを使っているが、他の

農民に対してハイヤーサービスを行っており、エトゥンダ灌漑プロジェクトよりも、自分

たちのほうが農民に対していいサービスを行っていると自負していた。 

困っているのは、スペアパーツが入手できないことである。 

また、トラクターを購入したとき、政府主催で 2 週間の訓練を受けたが、その後は政府
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からの支援を受けていない。そのため、保守管理や故障についての技術訓練を希望してい

た。 

なお、家族で農業を行っているため、人手が足りず、トラクターはこれからも必要とな

る、との意見があった。雨が降ってから耕起するのでは、牛耕や人力では間に合わず、ト

ラクターの数が足りない、とのことであった。 

乗用トラクターの優位性だけではなく、牛耕用の農具を使って土地準備等を行っている

農民から、安上がりで、とても役に立つので、牛耕計画（Drought Animal Programme：DAP）

は他の農民に広げていきたいと思う、との意見があった。 

また、農業改良普及員から、政府が進めているグリーン・スキームは、灌漑地だけが対

象で、（天水地で農業を行っている）小規模農家には裨益しないと思う、との意見も寄せ

られた。 

 

(4) 北部（北中央）地方の量販店（Benz Building Supplies） 

建物建設用の資機材、農業資機材（牛耕用機器）を輸入して販売しており、資機材や農

産物の流通に利用できるような倉庫も建設中であった。資材をすべて輸入に頼っているた

め、「ナ」国内で資機材を製作するよりも、完成品を輸入したほうが廉価とのことであっ

た。 

農民が、ほしい肥料が手に入らないとの不満があると質したところ、肥料は需要がない

ので置いていないとのことであった。同行した農業省の職員から、「ナミビア人は店頭に

品物が置いてなければ、あきらめてしまうので、農民からの需要がないわけではない」と

反論があった。また、店頭には数種類の肥料がおいてあったが、それらはガーデン用で農

民の畑用ではないとのことであった。 

 

(5) FAO 

食糧安全保障と栄養向上に関するプログラムを実施していたが、本年 6 月にすべて終了

した。今後は、食糧安全保障についてのプログラム、小規模灌漑プロジェクトを実施する

予定とのことである。 

北部地方では、酪農の支援を行っており、その理由として、牛肉や牛乳生産への支援は

結果を出しやすいからとのことであった。 

農業振興については、食糧自給率を上げることも必要だが、農民が収入を得られるよう

にすることが重要との意見であった。 

また、コミューナル･ランドの農業については、一番大事なものは水であり、その意味

では、小規模灌漑プロジェクトは有効と思っている。 

2KR による肥料の調達については、水が十分利用できれば、肥料が必要、ということに

なろうが、コミューナル･ランドにおける農業では肥料を使っていないので、どのように

農民に肥料の使用を指導するか、また、肥料の供与はいいと思うが、肥料を利用したこと
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でその年は増産できでも、次の年からはどうやって農民は肥料を手に入れるのか、が問題

ではないか、と疑問を投げかけられた。 

なお、北部の地域の農業については、ポテンシャルがあり、特に、カバンゴ、カプリビ

はトウモロコシも栽培できるし、余剰生産もあるが、市場がないので販売できないことが

問題、とのことであった。 

 

(6) GTZ 

自然環境、水資源利用、教育が支援を重点分野としている。 

北部地域については、9 月末に、北部の地域での農村調査が終了し、評価を行っている

ところであり、貧困農村を対象とした支援を策定中とのことであった。 

｢ナ｣国で実施している計画は次のとおりである。②と④が現在実施中であり、他のプロ

ジェクトはいろいろな要因で停滞中のようであった。カッコ内は担当省庁である。 

① 土地管理と再利用（土地・再移住省）：商業地とコミューナル･ランドの土地利用の

格差を是正するため、農業環境政策についての提言を行う。 

② ナミビア水資源管理（農業・水・森林省）：1991 年から開始、現在フェーズ 2 の最

中で、北部（北中央）地方が対象である。効率的、安定的な水資源の利用を目的と

し、コミュニティ･ベースで取り組んでいる。 

③ 自然資源管理 

④ 国家生命多様性計画（環境・観光省）：人口増加、農地・放牧地の増加、環境保全意

識の低さから破壊されている自然環境の保全のために、動植物についての基礎デー

タ収集と分析、環境保護プロセスの構築、環境保全教育などについて協力している。 

⑤ 砂漠化への取り組み（国家計画評議会） 

 







 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	表紙
	序文
	写真
	位置図
	目次
	図表リスト
	略語集
	第1章　調査の概要
	1-1　調査の背景と目的
	1-2　体制と手法

	第2章　当該国における農業セクターの概況
	2-1　農業セクターの現状と課題
	2-2　貧困農民、小規模農民の現状と課題
	2-3　上位計画(農業開発計画/PRSP)

	第3章　当該国における2KRの実績、効果及びヒアリング結果
	3-1　実績
	3-2　効果
	3-3　ヒアリング結果

	第4章　案件概要
	4-1　目標及び期待される効果
	4-2　実施機関
	4-3　要請内容及びその妥当性
	4-4　実施体制及びその妥当性

	第5章　結論と課題
	5-1　結論
	5-2　課題・提言

	添付資料
	1.　協議議事録
	2.　収集資料リスト
	3.　主要指標
	4.　ヒアリング結果




